
治療と仕事の両立支援カードとは

労働者本人から事業者への申出により始まります。

本カード作成にあたって
事業者の方へ

労働者本人が記載した職務内容に追記・修正等が
必要な場合、事業者が本人と相談して、本カード
と併せて勤務情報提供書※等を主治医に提供する
ことも可能です。
※「事業場における治療と仕事の両立支援のため
のガイドライン」掲載の「勤務情報を主治医に提
供する際の様式例」が該当します。当様式例は、
労働者と事業者が共同して作成することを前提と
しています。

労働者記載の職務内容に
追記・修正等が必要な場合

本カード作成にあたってサポートが
必要な場合

労働者の方へ

必要に応じて支援人材のサポートを受けることにより、
症状や業務内容に応じた、より適切な両立支援の実施が
可能となります。例えば、「両立支援コーディネーター」
は、労働者の同意のもと、治療や業務に関する情報を得
て、労働者の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の
情報を整理して本人に提供します。
※支援人材・機関の一覧・支援内容等については、「事業
場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
もしくは「治療と仕事の両立支援ナビ［支援を受ける方
へ］」をご参照ください。

労働者（患者）が主治医に自ら勤務情報を提供し、
かつ、この情報に基づき主治医が就業上の意見等を提示するための様式例

「治療と仕事の両立支援カード」は、治療を受けながら働き続けることを希望する労働者（患者）が、自身の職場や働き方等の情報を記載して医療機関に

提出することで、医師が労働者（患者）を経由して事業者に対して必要な情報提供を行うための書式です。本カードをもとに、事業者と労働者（患者）が

話し合い、仕事の継続に最適な措置等を実施してください（事業場に産業医等が選任されている場合、産業医等の意見も踏まえてください）。なお、事業

者が必ずしも本カードの記載どおりに配慮を実施する法的義務を伴うものではありません。

※ 事業場および医療機関においては、労働者（患者）に関するプライバシーには十分に配慮した上で、書式の管理をお願いします。

「両立支援情報サイト」では医療機関従
事者向けの自己学習サイトとして、両立
支援の症状ごとの配慮の方法を紹介して
います。本カードでも〈配慮の例〉を掲載
していますが、必要に応じて当サイトも
ご参考ください。

症状に応じた配慮の方法を
知りたい場合

医師の方へ

治療と仕事の両
立支援カード

医師 労働者（患者） 事業者

ガイドラインに基づく両立支援の進め方

両立支援カードの
ダウンロードはこちら
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp

STEP 1
勤務情報を
伝えます

本人記載欄

STEP 2
配慮の方法を
伝えます

医師記載欄

両立支援プラン作成

STEP 3
本カードをもとに
話し合います


